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皆
さ
ん
、
健
康
に
気
を
つ
け
て
い
ま
す

か
。
元
気
に
毎
日
を
過
ご
し
て
い
ま
す

か
。

　

健
康
で
元
気
に
過
ご
す
こ
と
は
、
誰
し

も
が
望
む
こ
と
で
す
。
し
か
し
、
今
健
康

だ
か
ら
と
油
断
し
て
、
不
摂
生
な
生
活
を

続
け
て
い
る
と
、
健
康
を
失
う
こ
と
も
あ

り
得
る
の
で
す
。
も
し
、
健
康
を
失
っ
た

ら
、
そ
れ
を
取
り
戻
す
の
は
、
簡
単
な
こ

と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
く
さ
ん
の
時
間

と
費
用
を
伴
う
こ
と
も
あ
る
の
で
す
。

　

ま
た
近
年
は
、
糖
尿
病
や
脳
卒
中
、
心

筋
梗
塞
や
脂
質
異
常
症
な
ど
に
代
表
さ
れ

る
、
生
活
習
慣
病
の
患
者
が
年
々
増
加
し

て
き
て
い
ま
す
。

　

こ
の
生
活
習
慣
病
は
、
肥
満
、
特
に
、

内
臓
に
脂
肪
が
蓄
積
す
る
こ
と
が
原
因
で

発
症
す
る
と
言
わ
れ
て
い
て
、
内
臓
脂
肪

の
蓄
積
に
よ
り
さ
ま
ざ
ま
な
病
気
が
引
き

起
こ
さ
れ
た
状
態
を
メ
タ
ボ
リ
ッ
ク
シ
ン

ド
ロ
ー
ム
（
内
臓
脂
肪
症
候
群
）
と
呼
び
、

注
目
さ
れ
て
き
て
い
ま
す
。

　

市
は
、
こ
れ
ま
で
も
成
人
検
診
な
ど
の

実
施
や
各
種
健
康
相
談
・
教
室
を
開
催
し

て
き
て
い
る
ほ
か
、
市
民
健
康
セ
ン
タ
ー

で
は
、
い
つ
で
も
人
間
ド
ッ
ク
が
受
診
で

き
た
り
、
職
場
な
ど
の
集
団
検
診
が
受
け

ら
れ
た
り
す
る
環
境
を
整
え
、
市
民
の
皆

さ
ん
の
健
康
づ
く
り
や
病
気
予
防
の
応
援

を
し
て
き
ま
し
た
。

　

こ
れ
ら
に
加
え
、
今
年
か
ら
は
、
メ
タ
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各
健
康
保
険
か
ら

　
　

受
診
券
を
送
付

事
前
に
健
診
を

　
　
　

申
し
込
む

健
診
を
受
診

������

← ←

対
象
と
な
る
方
へ

　
　

案
内
書
を
送
付

対
象
と
な
る
方
が

　

事
前
に
申
し
込
む

指
導
を
受
け
る

������

← ←
指導が　
必要な方



ボ
リ
ッ
ク
シ
ン
ド
ロ
ー
ム
を
早
期
発
見

し
、
生
活
習
慣
病
の
発
症
や
重
症
化
を
予

防
す
る
た
め
、　

歳
か
ら　

歳
ま
で
の
方

４０

７４

を
対
象
に
、
特
定
健
康
診
査
を
実
施
し
ま

す
。

　

な
お
、
こ
の
特
定
健
康
診
査
は
、
国
保
、

社
会
保
険
、
共
済
組
合
な
ど
の
健
康
保
険

が
実
施
し
ま
す
。

　

市
の
国
保
で
は
、
５
月
中
旬
に
受
診
券

を
送
付
す
る
予
定
で
す
。
受
診
す
る
際

は
、
受
診
券
と
健
康
保
険
証
を
忘
れ
ず
に

お
持
ち
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
社
会
保
険
や
共
済
組
合
な
ど
の

健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る
方
は
、
そ
れ

ぞ
れ
の
健
康
保
険
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

　

特
定
健
康
診
査
の
結
果
、
メ
タ
ボ
リ
ッ

ク
シ
ン
ド
ロ
ー
ム
や
そ
の
予
備
群
と
な
っ

た
方
に
は
特
定
保
健
指
導
を
行
い
ま
す
。

こ
れ
は
、
運
動
習
慣
や
食
事
な
ど
の
指
導

を
通
し
て
、
生
活
習
慣
を
見
直
す
き
っ
か

け
づ
く
り
な
ど
に
重
点
を
置
い
た
保
健
指

導
で
す
。
対
象
と
な
っ
た
方
は
、
特
定
保

健
指
導
の
利
用
方
法
な
ど
の
ご
案
内
を
送

付
し
ま
す
の
で
、
積
極
的
に
活
用
し
、
自

分
の
健
康
を
取
り
戻
す
き
っ
か
け
と
し
て

く
だ
さ
い
。

　

今
年
の
４
月
か
ら
、　

歳
以
上
と　

歳

７５

６５

以
上
で
一
定
の
障
が
い
が
あ
る
方
が
、
将

来
に
わ
た
り
安
心
し
て
医
療
が
受
け
ら
れ

る
よ
う
に
創
設
さ
れ
た
、
新
し
い
健
康
保

険
制
度
で
あ
る
、
後
期
高
齢
者
医
療
保
険

制
度
（
長
寿
医
療
制
度
）
に
該
当
す
る
方

は
、
市
が
北
海
道
後
期
高
齢
者
医
療
広
域

連
合
か
ら
、
委
託
さ
れ
実
施
す
る
健
康
診

査
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

　

な
お
、
こ
の
健
康
診
査
で
は
受
診
券
は

必
要
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
事
前
に
申
し
込

み
の
う
え
、
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
証
を

お
持
ち
に
な
り
受
診
し
て
く
だ
さ
い
。

　

そ
の
他
に
も
、
介
護
を
必
要
と
す
る
状

態
に
な
る
こ
と
を
未
然
に
防
ぐ
た
め
に
、

　

歳
以
上
で
要
介
護
・
要
支
援
を
受
け
て

６５

い
な
い
方
を
対
象
に
生
活
機
能
評
価
を
実

施
し
、
介
護
予
防
が
必
要
と
判
断
し
た
場

合
に
、
市
が
実
施
す
る
各
種
サ
ー
ビ
ス
を

紹
介
し
て
い
ま
す
。
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こ
の
春
か
ら
、
メ
タ
ボ
リ
ッ
ク
シ
ン
ド

ロ
ー
ム
に
着
目
し
た
、
特
定
健
康
診
査
が

始
ま
り
ま
し
た
。

　

昨
年
、
市
の
国
保
が
実
施
し
た
、
健
康

診
断
の
受
診
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
の
結

果
、
約
４
割
の
方
が
健
康
診
断
を
受
け
て

い
な
い
と
回
答
し
、
そ
の
内
、
約
１
割
の

方
は
仕
事
で
休
み
が
取
れ
な
い
か
ら
と
回

答
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
を
踏
ま
え
、
市

は
、
こ
れ
ま
で
よ
り
も
土
・
日
曜
日
に
多

く
、
検
診
を
実
施
し
て
い
き
ま
す
が
、
大

切
な
こ
と
は
、
自
分
の
健
康
は
自
分
で
守

る
こ
と
な
の
で
す
。
自
分
で
時
間
を
作
っ

て
検
診
を
受
診
し
、
自
分
の
体
を
チ
ェ
ッ

ク
を
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。
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　いつまでも元気で、いきいきと暮らすためには、病気を予防す

るだけでなく、加齢による体や心の変化をいち早く見つけ、介護
が必要な状態になることを防ぐことが重要です。　対象は、６５歳
以上の要介護・要支援認定を受けていない方です。
　もし、介護予防が必要と判定された方には、市が実施している
各種サービスを紹介しますので、ご活用ください。
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�運動機能向上プログラム
　筋力の維持や向上を目的として、ストレッチや軽体操、有酸素
運動などを行います

�栄養改善プログラム
　自分の食事を見直して、よりよい食生活を送れるよう、栄養士
による講話などを行います

�口腔機能向上プログラム
　口の健康を保つことを目的として、歯磨きや入れ歯の手入れ
法、口の運動などを行います

※国保が行う特定健康診査や後期高齢者が受ける健康診査の時

は同時に実施しますが、これらの健康保険以外の方は、検診と
は別に受けてください。また、単独でも生活機能評価を受ける
ことができます。
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問
合
先　

市
健
康
推
進
課
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問合先　市健康推進課国保係

��������	
����

　後期高齢者医療制度（長寿医療制度）が創設されたことで、世帯の中で後期高齢者医療制度
に移行する方がいる場合、国保の保険料が軽減されます。

【国保加入者の場合】
　２人で国保に加入していた世帯で、そのうち１人が後期高齢者医療制度へ移った場合、国
保に残るもう１人の方の世帯別平等割を、５年間、５割軽減します。
　なお、この軽減を受けるための申請は不要です。

【国保以外の健康保険加入者の場合】
　７５歳以上の方で会社に勤務し、扶養者とともに社会保険等に加入していた場合、社会保険
等に加入していた本人が後期高齢者医療保険制度に移ることにより、国保に加入することに
なった６５歳以上の被扶養者は、２年間、保険料の軽減が受けられます。
　なお、この軽減を受けるためには申請が必要です。今までに加入していた保険の種類や世
帯、所得の状況などにより手続きが異なりますので、お問い合わせください。

　国保は、住民基本台帳上の世帯単位で加入することが義務付けられているため、世帯主が
後期高齢者医療保険制度に移り、国保に加入していない場合でも、保険料の納付義務者とな
ります。これを擬制世帯主制度といいます。
　この制度では、一定の要件を満たす場合、届出により世帯主を変更することができ、この手
続きにより、国保料の軽減を受けられる場合がありますので、お問い合わせください。
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均等割
（夫）

均等割
（妻など）

世帯別平等割
均等割
（夫）

均等割
（妻など）

世帯別平等割
（５割軽減（５割軽減））

夫が後期高齢者
医療制度へ移行
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夫７７歳　会社員（社会保険加入）、妻７３歳（夫の社会保険に加入）の場合
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夫
（本人）

妻
（扶養者）

夫が後期高齢者
医療制度へ移行

夫

妻

所得割　負担なし
均等割　５割軽減
世帯別平等割　５割軽減

※所得状況によっては、均等

割、世帯別平等割が７割軽
減される場合があります。

※国保に加入する世帯の状況によって、軽減内容が変わります。
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